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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル内に配置された複数の照明器具と、前記トンネルの野外輝度に応じて前記照明
器具を調光制御するトンネルコントローラとを備えたトンネル照明システムにおいて、
　前記照明器具のそれぞれが、最大調光から最小調光の間で調光可能に構成されるととも
に、複数のグループにグループ化され、
　前記トンネルコントローラは、
　同一グループ内の点灯中の照明器具の全てが最小調光されているときに前記野外輝度が
低下し、明るさを下げる場合、
　前記点灯中の１又は複数台の照明器具を消灯するとともに、
　その後の前記野外輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具及び、その後の前記野外輝
度に応じて下降可能な調光率の照明器具の両方を含み、かつ、前記１又は複数の照明器具
の消灯前の明るさを維持するように前記点灯中の照明器具の一部、又は全部の調光率を調
整した後、
　前記野外輝度の低下に応じた分だけ、前記調光率を下降可能な点灯中の照明器具の調光
率を下げて明るさを低下させる
　ことを特徴とするトンネル照明システム。
【請求項２】
　トンネル内に配置された複数の照明器具と、前記トンネルの野外輝度に応じて前記照明
器具を調光制御するトンネルコントローラとを備えたトンネル照明システムにおいて、
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　前記照明器具のそれぞれが、最大調光から最小調光の間で調光可能に構成されるととも
に、複数のグループにグループ化され、
　前記トンネルコントローラは、
　同一グループ内の一部の照明器具が消灯し、点灯中の照明器具の全てが最大調光されて
いるときに前記野外輝度が上昇し、明るさを高める場合、
　消灯中の１又は複数台の照明器具を１００％の明るさで点灯するとともに、
　その後の前記野外輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具、及びその後の前記野外輝
度に応じて下降可能な調光率の照明器具を含み、かつ、前記消灯中の照明器具を点灯させ
る前の明るさを維持するように、新たに点灯させた以外の点灯中の照明器具の一部又は全
部の調光率を調整した後、
　前記野外輝度の上昇に応じた分だけ、前記調光率を上昇可能な点灯中の照明器具の調光
率を上げて明るさを高める
　ことを特徴とするトンネル照明システム。
【請求項３】
　前記トンネルコントローラは、
　前記野外輝度が低下し前記点灯中の照明器具を消灯するとき、前記野外輝度が一定期間
の間に回復しなかった場合、又は／及び、前記野外輝度の時間あたりの低下量が所定量以
下の場合に、前記点灯中の照明器具を消灯することを特徴とする請求項１又は２に記載の
トンネル照明システム。
【請求項４】
　前記トンネルコントローラは、
　消灯中の前記照明器具を点灯させる場合、消灯時から一定時間以上経過している照明器
具を点灯することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のトンネル照明システム
。
【請求項５】
　前記トンネルコントローラは、
　前記照明器具のそれぞれの累積点灯時間を検出し、該累積点灯時間に応じて各照明器具
の初期照度補正を行い調光率を決定する
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のトンネル照明システム。
【請求項６】
　前記トンネル内に基本照明用照明器具が所定間隔で配置され、該所定間隔の間に設けた
前記照明器具ごとに前記グループを構成し、同一のグループに属する照明器具を全て同じ
出力の光源で構成したことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のトンネル照明
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トンネルの野外輝度に応じてトンネル入口照明を制御するトンネル照明シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　トンネル照明は、基本照明と入口照明を有する。基本照明は、自動車の運転者がほぼ常
的視覚状態にある場合に対応した照明であって、時刻や交通量、設計速度に応じて予め点
灯状態が設定されている。入口照明は、トンネル内外の明るさの違いによる運転者の眼の
順応の遅れを補うための照明であって、トンネル坑口付近の野外輝度の変化を検知してそ
の点灯状態が調整されている。
【０００３】
　また、野外輝度の変化に対して、きめ細かい入口照明を実現するために、照明器具のそ
れぞれにアドレスを付与し、野外輝度に応じた複数の照度パターンとアドレスとを対応付
けておくことで、照明器具を個々に調光制御可能とした技術が知られている（例えば、特
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許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－１１８８９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、照明器具の光源には、一般に、高圧ナトリウムランプやセラミックメタルハ
ライドランプ、水銀ランプ等の高圧金属蒸気放電ランプが用いられている。この種の高圧
金属蒸気放電ランプは、通常、消灯後一定時間が経過するまでは再点灯できない。したが
って、太陽が雲に隠れる等して野外輝度が低下した場合、この低下に合せて照明器具を消
灯してしまうと、すぐに雲が晴れて野外輝度が復帰したときには、照明器具を点灯させる
ことができず、入口照明の明るさが野外輝度に追従しなくなる。
　また、高圧金属蒸気放電ランプは、通常、調光率を下げた状態で点灯することはできず
、１００％の明るさで点灯させてから一定時間が経過して安定した後でないと調光するこ
とができない。したがって、野外輝度の上昇に合せて照明器具を点灯させると、点灯当初
に入口照明が明るくなり過ぎる。
　このように、点灯／消灯直後から安定動作するまでに時間を要する照明器具を入口照明
に用いる場合、野外輝度に合せて照明器具を点灯又は消灯させたときに、該野外輝度の変
化に適した入口照明ができないことがある。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、照明器具を安定動作させつつ、
トンネルの入口照明の明るさを野外輝度の変化に適した明るさに維持することができるト
ンネル照明システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、トンネル内に配置された複数の照明器具と、前
記トンネルの野外輝度に応じて前記照明器具を調光制御するトンネルコントローラとを備
えたトンネル照明システムにおいて、前記照明器具のそれぞれが、最大調光から最小調光
の間で調光可能に構成されるとともに、複数のグループにグループ化され、前記トンネル
コントローラは、同一グループ内の点灯中の照明器具の全てが最小調光されているときに
前記野外輝度が低下し、明るさを下げる場合、前記点灯中の１又は複数台の照明器具を消
灯するとともに、その後の前記野外輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具及び、その
後の前記野外輝度に応じて下降可能な調光率の照明器具の両方を含み、かつ、前記１又は
複数の照明器具の消灯前の明るさを維持するように前記点灯中の照明器具の一部、又は全
部の調光率を調整した後、前記野外輝度の低下に応じた分だけ、前記調光率を下降可能な
点灯中の照明器具の調光率を下げて明るさを低下させることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、前記トンネルコントローラは、同一グループ内の点灯中の照明器具の全てが最
小調光されているときに、前記野外輝度が低下して前記点灯中の照明器具を消灯する場合
、前記点灯中の各照明器具による明るさを維持するように、点灯中の１又は複数台の照明
器具を消灯するとともに前記点灯中の残りの照明器具の調光を最大調光及び最小調光のい
ずれかに、少なくとも各々が１台以上存在するように振り分けつつ、前記野外輝度の低下
に応じて前記最大調光で調光された照明器具の調光率を下げる構成としてもよい。
【０００８】
　また、前記トンネルコントローラは、同一グループ内の点灯中の照明器具の全てが最小
調光されているときに、前記野外輝度が低下して前記点灯中の照明器具を消灯する場合、
前記点灯中の各照明器具による明るさを維持するように、点灯中の１又は複数台の照明器
具を消灯するとともに前記点灯中の残りの全ての照明器具の調光率を最大調光と最小調光
の間の同じ値に変更し、前記野外輝度の低下に応じて点灯中の照明器具の調光率を下げる
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構成としてもよい。
【０００９】
　また上記目的を達成するために、本発明は、トンネル内に配置された複数の照明器具と
、前記トンネルの野外輝度に応じて前記照明器具を調光制御するトンネルコントローラと
を備えたトンネル照明システムにおいて、前記照明器具のそれぞれが、最大調光から最小
調光の間で調光可能に構成されるとともに、複数のグループにグループ化され、前記トン
ネルコントローラは、同一グループ内の一部の照明器具が消灯し、点灯中の照明器具の全
てが最大調光されているときに前記野外輝度が上昇し、明るさを高める場合、消灯中の１
又は複数台の照明器具を１００％の明るさで点灯するとともに、その後の前記野外輝度に
応じて上昇可能な調光率の照明器具、及びその後の前記野外輝度に応じて下降可能な調光
率の照明器具を含み、かつ、前記消灯中の照明器具を点灯させる前の明るさを維持するよ
うに、新たに点灯させた以外の点灯中の照明器具の一部又は全部の調光率を調整した後、
前記野外輝度の上昇に応じた分だけ、前記調光率を上昇可能な点灯中の照明器具の調光率
を上げて明るさを高めることを特徴とする。

                                                                                
【００１０】
　なお、前記トンネルコントローラは、同一グループ内の点灯中の照明器具の全てが最大
調光されているときに前記野外輝度が上昇し、消灯中の照明器具を点灯する場合、前記点
灯中の各照明器具による明るさを維持するように、消灯中の１又は複数台の照明器具を１
００％の明るさで点灯しつつ点灯中の１又は複数台の照明器具の調光を最小調光にし、前
記野外輝度の上昇に応じて前記最小調光で調光された照明器具の調光率を上げる構成とし
てもよい。
【００１１】
　また、前記トンネルコントローラは、同一グループ内の点灯中の照明器具の全てが最大
調光されているときに前記野外輝度が上昇し、消灯中の照明器具を点灯する場合、前記点
灯中の各照明器具による明るさを維持するように、消灯中の１又は複数台の照明器具を１
００％の明るさで点灯しつつ点灯中の他の全ての照明器具の調光率を最大調光と最小調光
の間の同じ値に変更した後、前記野外輝度の上昇に応じて点灯中の照明器具の調光率を上
げる構成としてもよい。
【００１２】
　本発明は、上記トンネル照明システムにおいて、前記トンネルコントローラは、前記野
外輝度が低下し前記点灯中の照明器具を消灯するとき、前記野外輝度が一定期間の間に回
復しなかった場合、又は／及び、前記野外輝度の時間あたりの低下量が所定量以下の場合
に、前記点灯中の照明器具を消灯することを特徴とする。
【００１３】
　また本発明は、上記トンネル照明システムにおいて、前記トンネルコントローラは、消
灯中の前記照明器具を点灯させる場合、消灯時から一定時間以上経過している照明器具を
点灯することを特徴とする。
【００１４】
　また本発明は、上記トンネル照明システムにおいて、前記トンネルコントローラは、前
記照明器具のそれぞれの累積点灯時間を検出し、該累積点灯時間に応じて各照明器具の初
期照度補正を行い調光率を決定することを特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、上記トンネル照明システムにおいて、前記トンネル内に基本照明用照明
器具が所定間隔で配置され、該所定間隔の間に設けた前記照明器具ごとに前記グループを
構成し、同一のグループに属する照明器具を全て同じ出力の光源で構成したことを特徴と
する。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明によれば、照明器具のそれぞれが、最大調光から最小調光の間で調光可能に構成
されているため、トンネルの入口照明として、野外輝度に応じたリニアな調光が可能とな
る。
　また、トンネルコントローラは、点灯中の照明器具の全てが最小調光されているときに
前記野外輝度が低下した場合、点灯中の各照明器具による明るさを維持するように１又は
複数台の照明器具を消灯するとともに野外輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具及び
野外輝度に応じて下降可能な調光率の照明器具を含むように点灯中の他の照明器具の一部
又は全部の調光率を調整した後、前記野外輝度の低下に応じた分だけ点灯中の照明器具の
調光率を下げるようにした。
　これにより、照明器具を消灯後、野外輝度が直ぐに上昇した場合には、消灯中の照明器
具を新たに点灯せずとも点灯中の照明器具の調光率を高めることで対応することができる
。一方、照明器具を消灯後、野外輝度が更に低下した場合でも他の照明器具を消灯せずと
も点灯中の照明器具の調光率を低めることで対応することができる。これにより、照明器
具を安定動作させつつ、野外輝度の変化に対して十分に追従した入口照明が実現される。
　また本発明によれば、トンネルコントローラは、同一グループ内の点灯中の照明器具の
全てが最大調光されているときに野外輝度が上昇した場合、前記点灯中の各照明器具によ
る明るさを維持するように、消灯中の１又は複数台の照明器具を１００％の明るさで点灯
しつつ点灯中の各照明器具による明るさを維持するように消灯中の１又は複数台の照明器
具を１００％の明るさで点灯するとともに野外輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具
及び野外輝度に応じて下降可能な調光率の照明器具を含むように点灯中の他の照明器具の
一部又は全部の調光率を調整した後、野外輝度の上昇に応じた分だけ点灯中の照明器具の
調光率を上げるようにした。
　これにより、点灯直後から調光可能な程度に安定動作するまでに一定時間を要する照明
器具を新たに点灯させる場合には常に１００％の明るさで点灯させることができ、また、
該点灯によってグループ内の明るさが急激に変化することなく連続的に変化させることが
でき、入口照明の明るさを野外輝度の変化に適した明るさに維持することができる。さら
に、その後の野外輝度の変化に対し新たに照明器具を点灯／消灯させることなく点灯中の
照明器具で対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係るトンネル照明システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】トンネルコントローラの機能的構成を示すブロック図である。
【図３】入口照明用の照明器具の機能的構成を示すブロック図である。
【図４】入口照明用の照明器具の施工手順を示す図である。
【図５】トンネル照明システムの運用時の動作説明図である。
【図６】トンネル照明システムの故障発生時の動作説明図である。
【図７】トンネル照明システムの照明器具の配置及びトンネル内の設計輝度を示す図であ
り、（Ａ）はトンネル内の基本照明用及び入口照明用の照明器具の配置例を示し、（Ｂ）
はトンネル内の設計輝度を示す。
【図８】従来のトンネル照明システムの照明器具の配置及びトンネル内の設計輝度を示す
図であり、（Ａ）はトンネル内の基本照明用及び入口照明用の照明器具の配置例を示し、
（Ｂ）はトンネル内の設計輝度を示す。
【図９】本発明の入口照明の１つのグループ内での調光パターンを示す図である。
【図１０】入口照明のグループ調光を模式的に示す図である。
【図１１】野外輝度低下時の入口照明の調光制御を示すフローチャートである。
【図１２】野外輝度低下時の点灯状態の遷移図である。
【図１３】消灯遅延処理のフローチャートである。
【図１４】大幅低下時遅延処理のフローチャートである。
【図１５】野外輝度上昇時の入口照明の調光制御を示すフローチャートである。
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【図１６】野外輝度上昇時の点灯状態の遷移図である。
【図１７】点灯器具選択処理のフローチャートである。
【図１８】大幅上昇時遅延処理のフローチャートである。
【図１９】野外輝度と調光のグループ内の点灯台数との対応関係を示す図である。
【図２０】照明器具に対して初期照度補正したときの調光率を示す図である。
【図２１】複数の照明器具のそれぞれに個別に初期照度補正したときの調光率を示す図で
ある。
【図２２】図２１における全体調光率を示す図である。
【図２３】複数の照明器具に対して全体として初期照度補正したときの調光率を示す図で
ある。
【図２４】図２３における全体調光率を示す図である。
【図２５】グループ内初期照度補正処理のフローチャートである。
【図２６】複数の照明器具の初期照度補正の平均の説明図である。
【図２７】ランプの出力の違いに基づく調光率決定の説明図であり、（Ａ）は累積点灯時
間の大小に基づく出力（光束）の違いを示し、（Ｂ）は所定の光束を得るための調光率の
組み合わせを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係るトンネル照明システム１の構成を模式的に示す図である。
　この図に示すトンネル照明システム１は、対面通行のトンネル２を照明するシステムで
ある。なお、以下の説明では、後述のトンネルコントローラ２が設置されている側である
図中左側のトンネル坑口を起点側、右側のトンネル坑口を終点側と定義する。トンネル照
明システム１は、トンネル照明として基本照明及び入口照明を行うために、基本照明用の
多数の照明器具４と、起点側及び終点側の入口照明用の多数の照明器具６とを備えている
。さらに、トンネル照明システム１は、入口照明の制御及びトンネル照明の管理のために
、野外輝度センサ１０と、トンネルコントローラ１２と、管理端末１４とを備えている。
【００１９】
　野外輝度センサ１０は、起点側及び終点側の両方或いは一方のトンネル坑口（図示例で
は両方）に設けられ、トンネル坑口付近の野外輝度を検出し伝送信号線１６を介してトン
ネルコントローラ１２に出力する。この野外輝度としては、トンネル坑口から１５０ｍ離
れた地点で該坑口を見たときの２０度視野の平均輝度が用いられる。なお、野外輝度セン
サ１０に代えて照度センサを用いてもよい。
　トンネルコントローラ１２は、トンネル２に併設された電気室３に設置され、照明器具
４、６を制御するとともに、野外輝度に応じて照明器具６を調光制御して入口照明を行う
。管理端末１４は、遠隔地にある管理事務所５に設置され、トンネルコントローラ１２に
イントラネット７を介して相互に通信可能に接続され、トンネルコントローラ１２から各
照明器具６の動作状態を取得して各照明器具６の故障や異常発生を監視する。なお、トン
ネルコントローラ１２と管理端末１４との間は、イントラネット７に限らず、例えばイン
ターネット等の任意の電気通信回線を用いることができる。
【００２０】
　基本照明用の照明器具４は、トンネル２に沿って所定間隔で配置され、常時点灯して基
本照明を行う。また、これらの照明器具４は、それぞれ電力線１８を介してトンネルコン
トローラ１２に接続され、トンネルコントローラ１２からの有電圧信号を受けて下限調光
を行う機能を備えている。この機能を備えることで、深夜の交通量の少ない時間帯等に減
光して省電力化が可能になる。これらの照明器具４は、トンネルコントローラ１２が備え
るリレーにより、一括して電源がＯＮ／ＯＦＦ可能に構成されている。なお、基本照明用
の照明器具４には、その光源に、基本照明の性能を満足する任意の光源（種類及び出力）
を使用できる。
【００２１】
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　また基本照明用の照明器具４は、それぞれ基本基板に、電源が投入されている時間を積
算する積算回路と、該積算回路の積算時間に基づいて調光制御する調光制御回路と、ラン
プ交換時に操作されて上記積算時間を初期化するリセットボタンとを備え、該調光制御回
路が、照明器具４の設置当初およびランプ交換当初のランプの特性による過剰な明るさを
抑えるように調光制御する、いわゆる初期照度補正を行う。これにより、設置当初やラン
プ交換当初に基本照明の明るさを適正な範囲に維持することができ、また、維持費の低減
を図ることができる。
　なお、照明器具４がトンネルコントローラ１２と通信する通信機能を備え、該トンネル
コントローラ１２が各照明器具４を個別に制御可能とし、深夜などの明るさを低くできる
時間帯に間引き点灯してもよい。
【００２２】
　入口照明用の照明器具６は、トンネル２の両側壁面に坑口から所定距離に亘り一定の間
隔で配置され、それぞれの照明器具６がトンネル２の坑口の野外輝度に応じて調光制御さ
れることで入口照明が行われる。
　これら照明器具６のうち、トンネル２の起点側から見て両壁面の先頭の照明器具６がそ
れぞれトンネルコントローラ１２に伝送信号線２０を介して接続され、各壁面の残りの照
明器具６が、それぞれの壁面で、取付位置の順に直列（いわゆる、ディジーチェーン状態
）に接続される。なお、トンネルコントローラ１２と照明器具６までの通信距離を短縮す
べく、トンネルコントローラ１２からみて最短の照明器具６が接続される。また、起点側
及び終点側の照明器具６には、それぞれ同一の器具内ユニット５６（図３）が搭載されて
いる。
【００２３】
　図２は、トンネルコントローラ１２の機能的構成を示すブロック図である。なお、トン
ネルコントローラ１２は、上述の通り、基本照明及び入口照明を制御するが、この図には
、入口照明の制御に要する機能のみを示している。
　トンネルコントローラ１２は、大別すると、野外輝度入力部３２と、照明器具通信部３
４と、イントラネット通信部３６と、端末接続部３８と、これらを中枢的に制御する制御
部３０とを備え、制御部３０は、調光制御部４０と、アドレス設定部４２と、状態検知部
４４とを備えている。
【００２４】
　野外輝度入力部３２は、起点側及び終点側の両方或いは一方のトンネル坑口に設けられ
た野外輝度センサ１０の入力インターフェースとして機能し、該野外輝度センサ１０から
の検出信号（野外輝度）を制御部３０に出力する。照明器具通信部３４は、制御部３０の
制御の下、伝送信号線２０に接続された照明器具６と双方向に通信する。イントラネット
通信部３６は、制御部３０の制御の下、管理端末１４とイントラネット７を介して双方向
に通信する。端末接続部３８は、コンピュータ端末との接続インターフェースとして機能
する。この端末接続部３８には、施工時や保守・点検時に作業者が使用する例えばノート
型コンピュータ等の作業者端末２２が接続される。以下の説明では、作業者端末２２から
トンネルコントローラ１２に各種データを送信する構成を説明するが、トンネルコントロ
ーラ１２に設けられた操作部を操作したり、ＣＤやＤＶＤ等の記録ディスクを読み込ませ
たりして、該トンネルコントローラ１２に直接データを入力してもよい。
【００２５】
　調光制御部４０は、野外輝度に応じて入口照明の照明器具６を調光制御する。本実施形
態では、照明器具６に固有のアドレスがトンネル２での配置順に割り振られている。調光
制御部４０は、照明器具６を調光制御する場合、調光対象の照明器具６をアドレスで指定
して調光制御する。
　アドレス設定部４２は、作業者端末２２からの指示を受け、照明器具６のそれぞれにア
ドレスを自動的に設定する。すなわち、本実施形態では、作業者が照明器具６をトンネル
２に設置した後に、作業者端末２２をトンネルコントローラ１２に接続することで、該作
業者端末２２からアドレスを設定できる。このとき、照明器具６のそれぞれには、アドレ
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スがトンネル２での配置位置と所定の関係を満たすように自動的に設定されるが、これに
ついては後に詳述する。
【００２６】
　状態検知部４４は、定期的（例えば３０分など）に、照明器具通信部３４を介して各照
明器具６と通信し、その応答の有無を含む通信結果の履歴をアドレスと対応付けて通信履
歴データ４５として蓄積する。また、状態検知部４４は、管理端末１４からの要求に応じ
て通信履歴データ４５を送信する機能を有する。これにより、トンネル２の管理者は管理
端末１４が受信した通信履歴データ４５に基づいて、遠隔地にあるトンネル２の各照明器
具６の故障や異常を検知することができる。
【００２７】
　図３は、入口照明用の照明器具６の機能的構成を示す図である。
　この図に示すように、照明器具６は、光源としてのランプ５０と、電子安定器５２と、
制御電源ＤＣ５４と、各種電気回路を内蔵した器具内ユニット５６とを備えている。
　ランプ５０には、高圧ナトリウムランプやセラミックメタルハライドランプ、水銀ラン
プ等の高圧金属蒸気放電ランプが用いられている。電子安定器５２は、ランプ５０の明る
さを連続的に可変可能に構成され、器具内ユニット５６の制御の下、明るさを最小の調光
率（本実施形態では５０％）から最大の調光率（本実施形態では１００％）の間で可変す
る。この最小の調光率は、ランプ５０が安定的な点灯状態を維持する下限値でありランプ
５０の種類や特性によって、その値は異なる。また最大の調光率は設定上限値に相当する
。なお、各照明器具６の具体的な調光制御については後に説明する。
　制御電源ＤＣ５４は、トンネル２設けられた照明電源ＡＣ９に接続され、該照明電源Ａ
Ｃ９から供給される交流電力を直流電力に変換し、器具内ユニット５６に動作電力として
供給する。
【００２８】
　器具内ユニット５６は、各部を中枢的に制御する制御手段としてのＣＰＵ６０と、上流
側送受信部６２及び下流側送受信部６４と、不点検知部６６と、調光出力部６８と、リレ
ー出力部７０と、通信切替器７２とを備えている。
　上流側送受信部６２は上流側の直上の照明器具６、或いは、トンネルコントローラ１２
からみて先頭（起点側）の照明器具６にあっては該トンネルコントローラ１２と伝送信号
線２０を介して接続され、上流側の照明器具６又はトンネルコントローラ１２が、いわゆ
る親機として機能したときに子機として機能し、この親機と１対１に通信する。下流側送
受信部６４は下流側の直下の照明器具６と伝送信号線２０を介して接続され、下流側の照
明器具６が子機として機能するときに親機として機能し、この子機と１対１に通信する。
ＣＰＵ６０は、上流側送受信部６２が通信データを上流側から受信した場合、該通信デー
タを下流側送受信部６４から下流側に向けて送信させ、また、これとは逆に、下流側送受
信部６４が通信データを下流側から受信した場合、該通信データを上流側送受信部６２か
ら上流側に向けて送信させる、いわゆるリレー動作を行う。これによりトンネルコントロ
ーラ１２から送信された通信データは、該トンネルコントローラ１２からみて先頭（起点
側）の照明器具６からバケツリレー方式に下流側（終点側）の各照明器具６に順番に送ら
れることとなる（以下、「１対１送り方式」と言う）。
【００２９】
　また下流側送受信部６４と、下流側の照明器具６に接続される伝送信号線２０との間に
は通信切替器７２が設けられている。通信切替器７２は、ＣＰＵ６０の制御の下、下流側
に接続された伝送信号線２０を、下流側送受信部６４又は上流側に接続された伝送信号線
２０の間で接続先を切り替える。すなわち、下流側に接続された伝送信号線２０が上流側
に接続された伝送信号線２０に接続されることで、各照明器具６の間に設けられていた伝
送信号線２０が１本にストレートに繋がり、トンネルコントローラ１２に対して各照明器
具６が並列に接続される。これによりトンネルコントローラ１２は、１対１送り方式に代
えて、いわゆるマルチドロップ方式により、送信信号を各照明器具６に一斉に送信するこ
とができる。運用時には、ＣＰＵ６０は、アドレス設定が行われる時、或いは、後述する
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中継器６Ａとして動作する場合を除き、１対１送り方式に代えてマルチドロップ方式での
通信を行うように通信切替器７２を制御する。これにより、運用時は、トンネルコントロ
ーラ１２と、各照明器具６の間でマルチドロップ方式での高速な通信が行われることとな
る。
【００３０】
　不点検知部６６は、ＣＰＵ６０の制御の下、ランプ５０の不点を検知する。ＣＰＵ６０
は、ランプ５０の不点が検知された場合には、自身に設定されたアドレスとともに不点を
知らせる不点通知を上流側送受信部６２からトンネルコントローラ１２に送信する。トン
ネルコントローラ１２は、この不点通知をアドレスとともに上記通信履歴データ４５に記
録することで管理端末１４が照明器具６の不点を検知可能にする。
　調光出力部６８は、トンネルコントローラ１２からの調光指令に基づいて、ランプ５０
の明るさが５０％調光～１００％調光の間で調光されるように電子安定器５２を駆動する
。リレー出力部７０は、ＣＰＵ６０の制御の下、電子安定器５２への電力供給を制御する
ことでランプ５０を点灯／消灯する。
【００３１】
　図４は、入口照明用の照明器具６の施工手順を示す図である。
　この図に示すように、作業者は、先ず、各照明器具６を、トンネル２の所定の位置に取
り付ける（ステップＳａ１）。上述の通り、照明器具６はそれぞれ同一構成を成し、また
、アドレスが設定されていない事から、作業者は、これら照明器具６を区別することなく
取付位置に取り付ければよいことになる。なお、照明器具６に事前にアドレスなどを付し
て、取付位置を作業者に示唆する構成としてもよい。
【００３２】
　次いで、作業者は、作業者端末２２をトンネルコントローラ１２に接続し、該トンネル
コントローラ１２にデータ設定を行う（ステップＳａ２）。このデータ設定では、トンネ
ルコントローラ１２への調光テーブル設定、及び、中継役ポイントアドレス設定が行われ
る。これら調光テーブル設定、及び、中継役ポイントアドレス設定は、トンネルコントロ
ーラ１２の操作部を操作するなどして、作業者端末２２を介さずに、トンネルコントロー
ラ１２に直接入力してもよい。
　調光テーブル８０は、入口照明の調光パターンを示し、野外輝度と各照明器具６の明る
さとの対応関係を規定する。調光テーブル８０の設定データは、図２に示すように、調光
制御部４０に記憶され、調光制御部４０の調光制御時に参照される。この調光パターンに
ついては、後に詳述する。
【００３３】
　中継役ポイントアドレス８２は、照明器具６のうち、中継器６Ａとして動作させるアド
レスを規定する。詳述すると、運用時においては、トンネルコントローラ１２は各照明器
具６とマルチドロップ方式で通信を行う。しかしながら、トンネル２が長くなると、図１
に示すように、トンネルコントローラ１２から終点側の照明器具６までの伝送信号線２０
の総信号路長がトンネルコントローラ１２の通信可能距離Ｒを超えることがある。
　そこで、本実施形態では、トンネルコントローラ１２の通信可能距離Ｒを超えない位置
に取り付けられている照明器具６のうちの最後尾の照明器具６が中継器６Ａとして動作す
るとともに、該中継器６Ａから下流の照明器具６との間では中継器６Ａとの間でマルチド
ロップ方式により通信を行う。これにより、トンネルコントローラ１２の通信可能距離を
超える長いトンネル２であっても、トンネルコントローラ１２と各照明器具６の間での通
信を可能にし、また、中継器６Ａと下流側の照明器具６がマルチドロップ方式で通信する
ことで高速な通信が維持できる。
【００３４】
　また、本実施形態では、各照明器具６にアドレスと取付位置との間に対応関係を持たせ
て設定しているため、各照明器具６の取付位置に基づいて、トンネルコントローラ１２の
通信可能距離Ｒ内の最遠方に取り付けられる照明器具６のアドレスを予め知ることができ
る。このアドレスが上記中継役ポイントアドレス８２として図２に示したアドレス設定部
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４２に格納され、各照明器具６へのアドレス設定時に参照される。
【００３５】
　作業者は、図４に示すように、照明器具６の取付や各種配線を完了した後、作業者端末
２２からトンネルコントローラ１２に対しアドレス自動設定操作を行う（ステップＳａ３
）。アドレス自動設定操作が行われると、アドレス設定部４２が照明器具６へのアドレス
設定を開始する（ステップＳａ４）。
　すなわち、トンネルコントローラ１２から各照明器具６に対して指示を送り、通信方式
を１対１送り方式に切り替えさせた後、アドレス設定部４２は、これら照明器具６の起点
側からみて先頭の照明器具６に対し、自身へのアドレス設定を指示するアドレス設定指示
を送信する。これにより該アドレス設定指示が各照明器具６の間でバケツリレー方式に順
次下流側（終点側）に送られる。このとき、トンネルコントローラ１２は、アドレスの初
期値をアドレス設定指示に含めて送信する。また、照明器具６は、それぞれアドレス設定
指示を下流側に送信する際、自身が設定したアドレスの値を含めて送る。一方、アドレス
設定指示を受信した照明器具６は、該アドレス設定指示に含められたアドレスの値に所定
値（例えば「１」）を加えた（或いは減じた）アドレスを自身に設定する。これにより、
各照明器具６には、トンネルコントローラ１２の側から順にアドレスが単調に増加又は減
少するように各照明器具６に自動的に設定される。
【００３６】
　また、トンネルコントローラ１２は、ステップＳａ４において、アドレス設定指示を送
信する際、中継役ポイントアドレス８２を含めて送信している。各照明器具６においては
、自身に設定するアドレスが中継役ポイントアドレス８２と同じ場合には、以後、上述し
た中継器６Ａとして動作することとなる。
【００３７】
　また、各照明器具６の間で１対１送り方式でアドレス設定指示を送受する際、アドレス
設定指示を受信した照明器具６が上流側の照明器具６に対して受信応答を送信することで
、上流側（起点側）の照明器具６が受信応答の有無により、下流側（終点側）に他の照明
器具６が接続されているかを判断可能に構成されている。すなわち、各照明器具６は、下
流側から受信応答が得られなかった場合には、自身が最後尾であると見なして、アドレス
設定完了通知を、自身のアドレスとともに上流側に向けて送信する。
　なお、照明器具６に、最後尾の器具を設定するディップスイッチ等を設け、各照明器具
６が該設定を検出することで、自身が最後尾であるか否かを判断してもよい。
【００３８】
　トンネルコントローラ１２は、アドレス設定完了通知を受信した場合、図４に示すよう
に、アドレスの自動設定動作を完了する（ステップＳａ５）。このとき、トンネルコント
ローラ１２は、アドレス設定完了通知とともに受信した終点側の最後尾の照明器具６のア
ドレスが、予定通りのアドレスか否かを判断して、全ての照明器具６にアドレスが正常に
設定されたか否かを検出する。すなわち、本実施形態では、直列に接続された、決まった
数の照明器具６に起点側の先頭から順番に単調に増加又は減少するアドレスを設定してい
るため、終点側の最後尾の照明器具６に設定されるアドレスは、直列に接続する照明器具
６の設置台数に基づいて一意に決定される。
　すなわち、アドレス設定完了通知とともに受信したアドレスが所定の値と異なっていた
場合には、例えば伝送信号線２０や電力線の配線ミスや初期不良等により照明器具６が受
信応答を返さなかったと考えられ、これにより、照明器具６の故障や異常、施工不良を発
見することができる。また、アドレス設定完了通知を送信した照明器具６のアドレスに基
づいて、先頭から何番目の照明器具６が最後尾として動作したかが分かるため、故障や異
常、施工不良箇所の照明器具６を容易に特定することができる。
【００３９】
　次いで作業者は、アドレス自動設定を問題なく完了した後、作業者端末２２からトンネ
ルコントローラ１２に対し通信方式の切替操作を行う（ステップＳａ５）。この切替操作
が行われると、アドレス設定部４２が起点側の先頭の照明器具６に対して通信方式切替指
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示を送信し、この通信方式切替指示が１対１送り方式で下流側の照明器具６に順に送信さ
れる。そして、各照明器具６が通信方式切替指示にしたがって、通信方式を１対１送り方
式からマルチドロップ方式に切り替えることとなる。このとき、中継役ポイントアドレス
８２のアドレスが自身に設定されている照明器具６にあっては、１対１送り方式の通信を
継続し中継器６Ａとして動作する。
【００４０】
　このように、アドレス設定完了後には通信方式が１対１送り方式からマルチドロップ方
式に切り替えられるため、運用時には、高速な通信が可能になる。これにより、トンネル
２に例えば火災等の災害が発生したときには、各照明器具６を速やかに全点灯させること
ができる。
　また、途中の照明器具６が中継器６Ａとして動作することで、トンネルコントローラ１
２の通信可能距離Ｒを超える長いトンネル２であっても、トンネルコントローラ１２と通
信可能距離Ｒ以上に離れた各照明器具６の間での通信を可能にし、また、中継器６Ａの照
明器具６と、該中継器６Ａよりも下流側の照明器具６がマルチドロップ方式で通信するこ
とで高速な通信を維持できる。
【００４１】
　図５は、トンネル照明システム１の運用時の動作説明図である。
　照明器具６は、それぞれランプ５０の点灯を開始すると、初期照度補正のためにランプ
５０の点灯時間を計測し、累積点灯時間を積算する（ステップＳｂ１）。ランプ５０の点
灯時間は、リレー出力部７０のＯＮ時間により計測される。
　一方、トンネルコントローラ１２は、各照明器具６を調光制御することで、入口照明を
行う。すなわち、トンネルコントローラ１２は、トンネル坑口の野外輝度を野外輝度セン
サ１０から取得し、この野外輝度と上記調光テーブル８０とに基づいて調光制御部４０が
各照明器具６の調光率を決定し、これらの照明器具６のアドレス宛に調光率を送信する（
ステップＳｂ２）。
　各照明器具６は、調光率をトンネルコントローラ１２から受信すると、この調光率に応
じてランプ５０の明るさを調光する（ステップＳｂ３）。具体的には、各照明器具６は、
トンネルコントローラ１２が指示した調光率に、ランプ５０の累積点灯時間に基づく調光
率を乗じて初期照度補正を加味した調光率を算出し該調光率で調光する。これにより、ラ
ンプ５０の累積点灯時間にかかわらず、過不足のない所定の明るさが維持される。
　なお、初期照度補正を加味した調光率を各照明器具６が算出する構成に代えて、トンネ
ルコントローラ１２が初期照度補正を加味した調光率を算出し、該調光率を各照明器具６
に送信する構成としてもよい。
【００４２】
　また、運用時には、トンネルコントローラ１２の状態検知部４４が、定期的（例えば３
０分ごと）に、各照明器具６と通信し、リレー出力部７０のＯＮ／ＯＦＦ状態と調光率を
取得し、上記通信履歴データ４５に蓄積する（ステップＳｂ４）。また、応答が得られな
かった照明器具６についても通信履歴データ４５に記録される。これにより、トンネル２
の管理者は管理端末１４でトンネルコントローラ１２の通信履歴データ４５を取得するこ
とで、遠隔地にあるトンネル２の各照明器具６の動作状態（点灯状態や調光率）を監視し
、故障や異常を検知することができる。
【００４３】
　図６は、トンネル照明システム１の故障発生時の動作説明図である。
　運用中において、トンネルコントローラ１２の動作に異常や故障が発生すると（ステッ
プＳｃ１）、各照明器具６は、トンネル２内の明るさを維持して危険を回避するために１
００％の明るさで点灯する。トンネルコントローラ１２の動作異常や故障は、各照明器具
６がトンネルコントローラ１２から通信データ（例えば、上記ステップＳｂ４の状態確認
のための通信データ）が送信されているか否かを監視することで検出される。なお、各照
明器具６においては、上流側送受信部６２及び下流側送受信部６４の動作不良に起因して
、トンネルコントローラ１２からの通信データが受信されなかったときにも、これをＣＰ
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Ｕ６０が検知して、１００％の明るさで点灯する。
【００４４】
　次いで、照明器具６に異常や故障が発生した場合には、その照明器具６が中継器６Ａと
して動作しているか否かで処理が異なる。すなわち、通信方式が１対１送り方式で動作し
ている中継器６Ａに異常等が発生した場合（ステップＳｃ２）、該中継器６Ａよりも下流
側の照明器具６の全てが制御不能に陥るという重大故障が生じる。この重大故障を回避す
るために、トンネルコントローラ１２は、次の処理を行う（ステップＳｃ３）。
【００４５】
　すなわち、トンネルコントローラ１２は、異常等を検知した照明器具６の１つ手前（ト
ンネルコントローラ１２に近い側）の照明器具６に指示を送信して中継器６Ａとして動作
させる。また、照明器具６は、それぞれトンネルコントローラ１２との間に通信不良が発
生した場合、自身の通信方式を必ずマルチドロップ方式に切り替えるように構成される。
すなわち、異常等が発生した中継器６Ａがマルチドロップ方式に切り替えることで上流側
及び下流側の間の通信データがバイパスされることから、新しい中継器６Ａとなった照明
器具６が、前の中継器６Ａの照明器具６よりも下流側の照明器具６と通が可能となり、重
大故障が回避され、トンネルコントローラ１２が制御不能な照明器具６を、異常等が発生
した照明器具６のみに制限できる（ステップＳｃ４）。
　なお、中継器６Ａの照明器具６に異常等が発生して、下流側の照明器具６がトンネルコ
ントローラ１２と通信不能になった場合には、トンネルコントローラ１２との通信が開始
されるまでの間、上記ステップＳｃ１に述べたように、各照明器具６が１００％の明るさ
で点灯し、トンネル２が暗くなるのを防止する。
【００４６】
　一方、通信方式がマルチドロップ方式で動作している照明器具６に異常等が発生した場
合には（ステップＳｃ５）、何ら対策をせずとも、この照明器具６以外の他の照明器具６
の制御が不能になることはない（ステップＳｃ４）。但し、この異常等が発生した照明器
具６においては、上述のステップＳｃ１により、１００％の明るさで点灯することとなる
。
【００４７】
　トンネルコントローラ１２は、照明器具６の異常等の発生を検知した場合、該表示パネ
ル等に異常等の発生と、これらの照明器具６のアドレスとを表示し、また、管理端末１４
に対して異常等の発生通知を送信し、管理事務所５に知らせる。
　そして、異常等が発生した照明器具６の制御基板、或いは、照明器具６自体を作業者が
交換した場合、この照明器具６にアドレスを設定すべく、オートセットアップをやり直す
（ステップＳｃ６）。このオートセットアップでは、各照明器具６に対してトンネルコン
トローラ１２が指示を出して通信方式を１対１送り方式に切り替えさせた後、施工時のス
テップＳａ４で説明したアドレスの自動設定が行われることとなる。
【００４８】
　次いで、運用時における入口照明の調光制御について詳述する。
　図７はトンネル照明システム１の照明器具４、６の配置及びトンネル２内の設計輝度を
示す図であり、図７（Ａ）はトンネル２内の基本照明用の照明器具４と入口照明用の照明
器具６との配置例を示し、図７（Ｂ）はトンネル２内の設計輝度を示す。
　なお、図７は、設計速度６０ｋｍ／ｈ、野外輝度３３００ｃｄ／ｍ２、道路幅員７ｍ、
取付高さ５ｍで基本照明用の照明器具４の灯具間隔（基本スパン）１９ｍ、コンクリート
路面にて設計を行った場合を示している。
　図７（Ａ）に示すように、トンネル２には、トンネル坑口側から所定間隔Ｍで基本照明
用の照明器具４が配置されており、この所定間隔Ｍの間に１又は複数台（図示例では１～
８台）の入口照明用の照明器具６が配置されている。基本照明用の照明器具４同士の間に
配置された１又は複数台の照明器具６ごとにグループＧが構成され、各グループＧの路面
を同一グループＧに属する各照明器具６が照明する。また同一のグループＧに属する照明
器具６が全て同じ出力のランプ５０を備えて構成されている。
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　なお、同図に示すように、基本照明用の照明器具４は夜間に１台おきに消灯され、これ
により省エネルギー化が図られている。
【００４９】
　各グループＧの路面には、トンネル延長や設計速度、トンネル坑口からの距離に応じて
予め設計輝度Ｔが設定されており、各グループＧの設計輝度Ｔは、それぞれトンネル坑口
からの距離が長いほど低くなるように設定されている。具体的には、図７（Ｂ）に示すよ
うに、トンネル２の入口照明には、トンネル坑口からトンネル２内に向かって順に、境界
部（Ｉ）、移行部（ＩＩ）及び緩和部（ＩＩＩ）の３つのパートが規定されており、これ
ら境界部（Ｉ）、移行部（ＩＩ）及び緩和部（ＩＩＩ）にかけて設計輝度Ｔが段階的に低
下するように設定されている。
【００５０】
　また、野外輝度の高低に応じて適切な入口照明を実現するために、設計輝度Ｔには、野
外輝度が高い場合に適した設計輝度Ｔ１と、野外輝度が低い場合に適した設計輝度Ｔ２と
が設定されている。そして、各グループＧでは、設計輝度Ｔ１と設計輝度Ｔ２の間で、野
外輝度に適した輝度になるように、照明器具６の調光が行われている。
　本実施形態の調光を説明する前に、従来の調光を説明する。
　図８は、図７と同様な条件で設計した場合の照明器具の配置及び設計輝度を示す図であ
る。図８に示すように、従来においては、同一グループＧには、ワット数の異なる入口照
明用の照明器具Ｑを組み合わせて配置し、これら照明器具Ｑを適宜に間引き点灯すること
で、設計輝度Ｔ１、Ｔ１Ａ、Ｔ２、Ｔ２Ａの４段階に輝度を可変にしている（４段階調光
）。
　しかしながら、従来の調光では、４段階の設計輝度Ｔ１、Ｔ１Ａ、Ｔ２、Ｔ２Ａを実現
するために、各グループＧの照明に、ワット数の異なる複数種類（図８（Ａ）の例では５
種類（基本照明を除く））の照明器具Ｑを用いる必要があり、また、種類の増加に合せて
灯数も多く必要となるため（図８（Ａ）の例では１２２台）、装置コストがかかるという
問題がある。また、これら照明器具Ｑを、同じ設計輝度Ｔ１、Ｔ１Ａ、Ｔ２、Ｔ２Ａで点
灯／消灯するものごとに配線ケーブルで接続する必要があるため、配線ケーブルの数が多
くなる、という問題がある。
【００５１】
　一方、本実施形態においては、照明器具６のそれぞれが電子安定器５２などを備えるこ
とで個別に調光可能に構成されているため、各グループＧの照明を同一のワット数の照明
器具６を用いて実現できる。このため、照明器具６の種類を従来よりも削減することがで
き（図７（Ａ）の例では３種類）、さらに、必要な灯数を従来よりも削減できるため（図
７（Ａ）の例では９０台）、装置コストを大幅に削減することができ、また配線ケーブル
の数も少なくて済む。
【００５２】
　図９は、本実施形態の入口照明の１つのグループＧ内での調光パターンを模式的に示す
図である。なお、同図において、野外輝度を棒グラフで示すとともに、該野外輝度に応じ
た本実施形態の調光であるリニア調光を実線で示し、参考までに、従来の４段階調光及び
２段階調光をそれぞれ一点鎖線及び点線で示している。
　上述の通り、各グループＧでは、それぞれに設定された設計輝度Ｔ１から設計輝度Ｔ２
の間で野外輝度に応じた調光が行われる。このとき、本実施形態では、照明器具６がそれ
ぞれリニア（無段階）に調光可能に構成されているため、各グループＧでは、野外輝度の
変化に合せてリニア（無段階）に路面輝度を変化させることができる。これにより、例え
ば４段階調光に対しては、同図の斜線部分で示した分だけ、無駄な明るさが減り、省エネ
ルギー化及び省コスト化が実現できる。特に、図７に示す本実施形態の構成と図８に示す
従来構成とでトンネル照明に要する年間電気料金を比較すると、従来の年間電気料金が２
２９万円であるのに対して本実施形態では年間電気料金が９２万円となり、年間電気料金
を約４０％にまで圧縮することができる。
　なお、図９に示すリニアな調光パターンが、図２に示す調光テーブル８０に規定され、
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トンネルコントローラ１２の調光制御部４０により参照される。
【００５３】
　ここで、照明器具６のランプ５０には、高圧ナトリウムランプやセラミックメタルハラ
イドランプ、水銀ランプ等の高圧金属蒸気放電ランプが用いられている。この種の高圧金
属蒸気放電ランプは、通常、消灯後一定時間が経過するまでは再点灯できない。したがっ
て、太陽が雲に隠れる等して野外輝度が低下した場合、この低下に合せて照明器具６を消
灯してしまうと、すぐに雲が晴れて野外輝度が復帰したときには、照明器具６を点灯させ
ることができず、入口照明の明るさが野外輝度に追従しなくなる。
　さらに、高圧金属蒸気放電ランプは、通常、調光率を下げた状態で点灯することはでき
ず、１００％の明るさで点灯させてから一定時間が経過して安定した後でないと調光する
ことができない。したがって、野外輝度の上昇に合せて照明器具６を点灯させると、入口
照明の明るさが高くなり過ぎる。
　そこで本実施形態では、野外輝度の変化に合せた適切な明るさの入口照明を実現するた
めに、照明器具６の点灯／消灯を次ぎのように制御している。
【００５４】
　なお、以下の説明では図１０に示すように、両壁面に配置された８台の照明器具６で構
成されたグループＧを対象に本実施形態の調光を説明するが、他のグループＧについても
同様な調光制御が行われる。また、この図において、照明器具６の中に記した括弧書きは
、各照明器具６に設定されたアドレスを示し、グループＧの各照明器具６は、上述したよ
うに、それぞれ同一の器具及び同一Ｗ（ワット）の同一光源を用いて構成されている。
【００５５】
　図１１は野外輝度低下時の調光制御を示すフローチャートである。なお、この同図にお
ける大幅低下時遅延処理（ステップＳｄ１１）及び消灯遅延処理（ステップＳｄ１０）に
ついては後述する。
　図１１に示すように、野外輝度が低下した場合、トンネルコントローラ１２は、グルー
プＧのいずれかの照明器具６の調光率を下げて入口照明の明るさを下げる。このとき、ト
ンネルコントローラ１２は、最小調光（本実施形態では５０％）以外で点灯している照明
器具６が存在するか否かを判断し（ステップＳｄ１）、存在する場合には（ステップＳｄ
１：ＹＥＳ）、その照明器具６の調光率を低下させて入口照明の明るさを低くする（ステ
ップＳｄ２）。図１２（Ａ）に示す例では、アドレス（３）、（４）、（８）のいずれか
の照明器具６の調光率が下げられることとなる。
【００５６】
　一方、図１２（Ｂ）のように、点灯している照明器具６が全て最小調光の場合（ステッ
プＳｄ１：ＮＯ）、入口照明の明るさを低下させるために、いずれかの照明器具６を消灯
する必要がある。このとき、単に照明器具６を消灯すると、野外輝度が直ぐに上昇したと
きに、該照明器具６を点灯させることができない。そこで、本実施形態では、照明器具６
を消灯する際には、先ず、点灯中の各照明器具６によるグループＧ内のトータルの明るさ
を維持する（同じになる）ように、該照明器具６の１又は複数台を消灯するとともに野外
輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具６及び野外輝度に応じて下降可能な調光率の照
明器具６を含むように点灯中の他の照明器具６の一部又は全部の調光率を調整し、この後
に、野外輝度の低下に応じた分だけ点灯中の照明器具６の調光率を下げるようにする。こ
れにより、野外輝度が直ぐに上昇した場合には、照明器具６を新たに点灯させずとも上昇
可能な照明器具６の調光率を高めることで対応可能になり、また、野外輝度が低下した場
合には新たに照明器具６を消灯させずとも下降可能な照明器具６の調光率を低めることで
対応可能となる。
【００５７】
　本実施形態では、照明器具６を消灯する際、照明器具６の消灯前後で、グループＧの明
るさを維持するように、点灯中の他の全ての照明器具６の調光率を最大調光率及び最小調
光率のいずれかに、必ず両者が存在するように振り分けることとしている。すなわち、本
実施形態では照明器具６の最大調光率が１００％、最小調光率が５０％であることから、
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図１１に示すように、トンネルコントローラ１２は、点灯している照明器具６の台数が３
台以上である場合には（ステップＳｄ３：ＹＥＳ）、点灯中の照明器具６のうち約１／３
を消灯し、これと同数である約１／３を最大調光し、また、残余である約１／３を最小調
光する（ステップＳｄ４）。そして、野外輝度の低下に対応すべく、最大調光の照明器具
６の調光率を低下させて入口照明の明るさを低くする（ステップＳｄ５）。
　図１２（Ｂ）の例では８台が最小調光で点灯中であるため、図１２（Ｃ）に示すように
、約１／３に相当する３台（アドレス（２）、（５）、（７））が消灯し、これと同数の
３台（アドレス（３）、（６）、（８））が最大調光（１００％調光）にされ、残余の２
台（アドレス（１）、（４））が最小調光（５０％調光）にされる。
【００５８】
　なお、上記ステップＳｄ５においては、点灯中の照明器具６のうち約１／３を消灯し、
残りの約２／３を最大調光と最小調光の中間の調光率（本実施形態では７５％）とするこ
とも可能である。このように点灯中の照明器具６の調光率を等しくすることで、グループ
Ｇが照らす路面の均斉度を良好に維持することができる。
【００５９】
　また、点灯している照明器具６の台数が２台である場合（ステップＳｄ６：ＹＥＳ）、
トンネルコントローラ１２は、１台を消灯し、残り１台を最大調光で点灯させた後（ステ
ップＳｄ７）、最大調光の照明器具６の調光率を低下させて入口照明の明るさを低くする
（ステップＳｄ４）。また、点灯している照明器具６の台数が１台のときは（ステップＳ
ｄ６：ＮＯ）、トンネルコントローラ１２は、該照明器具６を消灯する（ステップＳｄ８
）。
【００６０】
　ここで、照明器具６を一旦消灯すると、再度点灯するまでに一定時間を要するため、例
えば一時的に太陽が雲に隠れた場合など、直ぐに野外輝度が復帰する場合には照明器具６
を消灯しない方がよい。そこで、トンネルコントローラ１２は、野外輝度低下に伴って照
明器具６を消灯する必要が生じたときには（すなわち図１１のステップＳｄ１：ＮＯ）、
消灯遅延処理が行われる（ステップＳｄ１０）。
【００６１】
　図１３は、消灯遅延処理のフローチャートである。
　この消灯遅延処理においては、トンネルコントローラ１２は、野外輝度が低下した場合
（ステップＳｆ１）、照明器具６の消灯が必要になったか否かを判断する（ステップＳｆ
２）。照明器具６の消灯が必要でない場合（ステップＳｆ２：ＮＯ）、すなわち、同一グ
ループＧ内に、最小調光以外の照明器具６が存在する場合には、図１１のステップＳｄ２
に処理手順を移し、この照明器具６の調光率を下げて野外輝度の低下に対応する。一方、
照明器具６の消灯が必要な場合（ステップＳｆ２：ＹＥＳ）、トンネルコントローラ１２
は、直ぐに消灯を行わずに、各照明器具６の調光率を現状のまま維持し（ステップＳｆ３
）、この時かあら設定時間（例えば２０分）が経過する間に野外輝度が復帰しなかった場
合に、照明器具６の調光を開始する（ステップＳｆ４）。この調光においては、図１１に
示したステップＳｄ３以降の処理が行われる。
　この消灯遅延処理により、例えば一時的に太陽が雲に隠れて直ぐに野外輝度が復帰した
場合には、再点灯までに一定時間を要する照明器具６を点灯状態のまま維持することがで
きる。
【００６２】
　また、野外輝度の急激な変化に合せて入口照明の明るさを急激に変化させることは好ま
しくない。そこで、図１１に示すように、野外輝度低下時の調光制御には、野外輝度の大
幅低下に対応する大幅低下時遅延処理が設けられている（ステップＳｄ１１）。
　図１４は、大幅低下時遅延処理のフローチャートである。
　この大幅低下時遅延処理においては、トンネルコントローラ１２は、野外輝度が低下し
た場合（ステップＳｇ１）、時間あたりの野外輝度の低下量に基づいて野外輝度低下が大
幅なものか否かを判断する（ステップＳｇ２）。野外輝度低下が大幅でない場合（ステッ
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プＳｇ２：ＮＯ）、図１１のステップＳｄ１に処理手順を移し、この野外輝度低下に合せ
た調光を行う。一方、野外輝度低下が大幅である場合（ステップＳｇ２：ＹＥＳ）、トン
ネルコントローラ１２は、直ぐに調光を行わずに、各照明器具６の調光率を現状のまま維
持し（ステップＳｇ３）、この時かあら設定時間（例えば２０分）が経過する間に野外輝
度に変化がなかった場合に、照明器具６の調光を開始する（ステップＳｇ４）。この調光
においても図１１に示したステップＳｄ１以降の処理が行われる。
　これにより、野外輝度の検出値の急激な変化に対し、入口照明の明るさの変化を緩慢に
することができる。また、野外輝度センサ１０が何かに遮蔽されることで野外輝度が一時
的に急激に変動した場合でも、この野外輝度の変化に合せて入口照明の明るさが変化して
しまうこともない。
　なお、消灯遅延処理及び大幅低下時遅延処理において、設定時間には野外輝度との追従
性等を考慮して任意の時間を設定できる。また、消灯遅延処理及び／又は大幅低下時遅延
処理を省略して野外輝度に対する入口照明の追従性を高めてもよい。
【００６３】
　図１５は、野外輝度上昇時の調光制御を示すフローチャートである。なお、この同図に
おける大幅上昇時遅延処理（ステップＳｅ１１）及び点灯器具選択処理（ステップＳｅ１
０）については後述する。
　野外輝度が上昇した場合、トンネルコントローラ１２は、グループＧのいずれかの照明
器具６の調光率を上げて入口照明の明るさを高める。このとき、トンネルコントローラ１
２は、最大調光（本実施形態では１００％）以外で点灯している照明器具６が存在するか
否かを判断し（ステップＳｅ１）、存在する場合には（ステップＳｅ１：ＹＥＳ）、その
照明器具６の調光率を上げて入口照明の明るさを高める（ステップＳｅ２）。図１６（Ａ
）に示す例では、アドレス（５）の照明器具６の調光率が上げられることとなる。
【００６４】
　一方、図１６（Ｂ）のように、点灯している照明器具６が全て最大調光の場合（ステッ
プＳｅ１：ＮＯ）、入口照明の明るさを高めるために、いずれかの照明器具６を点灯する
必要がある。このとき、照明器具６の点灯当初は１００％の明るさで点灯する必要がある
ため、単に照明器具６を点灯すると入口照明が不連続的に明るくなってしまう。そこで本
実施形態では、照明器具６を新たに点灯する際には、点灯前後でグループＧ内のトータル
の明るさがほぼ同じになるように、消灯中の１又は複数台の照明器具６を１００％の明る
さで点灯するとともに野外輝度に応じて上昇可能な調光率の照明器具６及び野外輝度に応
じて下降可能な調光率の照明器具６を含むように点灯中の他の照明器具の一部又は全部の
調光率を調整し、その後に、野外輝度上昇に応じた分だけ点灯中の照明器具６の調光率を
上げている。これにより、照明器具６を１００％の明るさで点灯させた場合でも入口照明
の明るさを連続的に変化させることができる。また、照明器具６を点灯後に野外輝度が直
ぐに低下した場合、或いは、野外輝度が引き続き上昇した場合でも、照明器具６を消灯／
点灯させることなく点灯中の照明器具６を調光することで対応できる。
【００６５】
　本実施形態では、照明器具６を新たに点灯する際には、点灯前後でグループＧ内のトー
タルの明るさがほぼ同じになるように、消灯中の１又は複数台の照明器具６を１００％の
明るさで点灯するとともに点灯中の他の照明器具の幾つかを最小調光にする。具体的には
、本実施形態では、照明器具６の最大調光率が１００％、最小調光率が５０％であること
から、図１５に示すように、トンネルコントローラ１２は、点灯している照明器具６の台
数が２台以上である場合（ステップＳｅ３：ＹＥＳ）、消灯中の照明器具６が存在すると
きには（ステップＳｅ４：ＹＥＳ）、消灯中の照明器具６を１台点灯するとともに、点灯
中の１台を最小調光にする（ステップＳｅ５）。そして、野外輝度の上昇に対応すべく、
最小調光の照明器具６の調光率を上げて入口照明の明るさを高くする（ステップＳｅ６）
。図１６（Ｂ）の例では２台（アドレス（４）、（５））が最大調光で点灯中であるため
、１台（アドレス（３））が点灯するとともに、最大調光で点灯していた２台（アドレス
（４）、（５））が最小調光（５０％調光）にされる。
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【００６６】
　なお、上記ステップＳｅ５において、点灯中の他の照明器具６の幾つかを最小調光にす
る代わりに、照明器具６の調光率を、最大調光及び最小調光の中間の調光率（本実施形態
では７５％）に揃えるように調整してもよい。このとき、グループＧ内の点灯している全
ての照明器具６を同じ調光率とすることで路面の均斉度を高めることもできる。
【００６７】
　また、ステップＳｅ３において点灯している照明器具６の台数が１台の場合（ステップ
Ｓｅ３：ＮＯ）、トンネルコントローラ１２は、１台を１００％の明るさで点灯し、残り
１台を最小調光で点灯させた後（ステップＳｅ７）、最小調光の照明器具６の調光率を上
げて入口照明の明るさを高める（ステップＳｅ６）。また、ステップＳｅ４において消灯
中の照明器具６がないときは（ステップＳｅ４：ＮＯ）、トンネルコントローラ１２は、
全灯を最大調光（１００％調光）することになる（ステップＳｅ９）。
【００６８】
　ここで、照明器具６を一旦消灯すると、再度点灯するまでに一定時間（例えば３０分）
を要する。したがって、ステップＳｅ５又はステップＳｅ７において、消灯中の照明器具
６を点灯させるときには、適切な照明器具６を点灯させるための点灯器具選択処理（ステ
ップＳｅ１０）が行われる。
　図１７は、点灯器具選択処理のフローチャートである。
　この点灯器具処理においては、トンネルコントローラ１２は、野外輝度が上昇し（ステ
ップＳｈ１）、照明器具６にランプ点灯指令を送信する際（ステップＳｈ２）、点灯対象
の照明器具６は、ランプ５０が消灯してから一定時間（例えば３０分）以上経過している
か否かを判断する（ステップＳｈ３）。一定時間が経過している場合には（ステップＳｈ
３：ＹＥＳ）、この照明器具６のアドレス宛にランプ点灯指令を送信して点灯させ（ステ
ップＳｈ４）、また、一定時間が経過していない場合には（ステップＳｈ３：ＮＯ）、他
の一定時間以上経過している照明器具６のアドレス宛にランプ点灯指令を送信して点灯さ
せる（ステップＳｈ５）。
　この点灯器具選択処理により、例えば、図１６（Ｃ）に示すように、アドレス（３）の
照明器具６を点灯すべきところ、該照明器具６が消灯してから所定時間が経過していない
ときには、他の照明器具６（アドレス（６））が代わり点灯する。
【００６９】
　ここで、上述したように、野外輝度の急激な変化に合せて入口照明の明るさを急激に変
化させることは好ましくないため、野外輝度上昇に伴う調光制御においても図１５に示す
ように野外輝度の大幅上昇に対応する大幅上昇時遅延処理が設けられている（ステップＳ
ｅ１０）。
　図１８は、大幅上昇時遅延処理のフローチャートである。
　この大幅上昇時遅延処理においては、トンネルコントローラ１２は、野外輝度が上昇し
た場合（ステップＳｉ１）、時間あたりの野外輝度の上昇量に基づいて野外輝度上昇が大
幅なものか否かを判断する（ステップＳｉ２）。野外輝度上昇が大幅でない場合（ステッ
プＳｉ２：ＮＯ）、図１５のステップＳｅ１に処理手順を移し、この野外輝度上昇に合せ
た調光を行う。一方、野外輝度上昇が大幅である場合（ステップＳｉ２：ＹＥＳ）、トン
ネルコントローラ１２は、直ぐに調光を行わずに、各照明器具６の調光率を現状のまま維
持し（ステップＳｉ３）、この時かあら設定時間（例えば２０分）が経過する間に野外輝
度に変化がなかった場合に、照明器具６の調光を開始する（ステップＳｉ４）。この調光
においても図１５に示したステップＳｅ１以降の処理が行われる。
　なお、点灯器具選択処理及び大幅上昇時遅延処理において、照明器具６の調光を開始す
るまでの時間には野外輝度との追従性等を考慮して任意の時間を設定できる。また、点灯
器具選択処理及び／又は大幅上昇時遅延処理を省略して野外輝度に対する入口照明の追従
性を高めてもよい。
【００７０】
　図１９は、野外輝度とグループＧ内の点灯台数との対応関係を示す図である。
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　上述の通り、点灯中の全ての照明器具６が最小調光のときに、野外輝度の低下に伴い１
又は複数の照明器具６を消灯するときには、これらの消灯前後で、グループ内の明かりが
変化しないように、複数の照明器具６を最大調光にしつつ、残余の照明器具６を最小調光
にするため、図１９のように、点灯台数が野外輝度の低下に対して階段状に減少すること
になる。
　これに対して、点灯中の全ての照明器具６が最大調光のときに、野外輝度の上昇に伴い
１又は複数台の照明器具６を点灯するときには、これらの点灯前後で、グループＧ内の明
かりが変化しないように、点灯する照明器具６を最大調光にしつつ、点灯中だった他の照
明器具６を最小調光にするため、図１９のように、点灯台数が野外輝度の上昇に対しても
階段状に増加することとなる。
　このとき、照明器具６を消灯するときには、点灯中の全ての照明器具６が最小調光にな
っている状態を基準に消灯し、また、照明器具６を点灯するときには、点灯中の全ての照
明器具６が最大調光になっている状態を基準に点灯して、それぞれ点灯台数が増減する。
このため、図１９に示すように、照明器具６の消灯時と点灯時とで、野外輝度と点灯台数
の対応曲線には、いわゆるヒステリシスの関係が生じることとなる。
【００７１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、次のような効果を奏する。
　本実施形態によれば、照明器具６のそれぞれは、トンネルコントローラ１２に直列に接
続され、該トンネルコントローラ１２からのアドレス設定指示を先頭から下流に向けて順
に送信するとともに、アドレス設定指示を受信した順番にアドレスが単調に増加又は減少
するように自身にアドレスを設定する構成とした。
【００７２】
　この構成により、作業者が各照明器具６に手動でアドレスを設定する必要がないためア
ドレスの設定ミスを防止できる。
　さらに、各照明器具６には、アドレス設定指示を受信した順番とアドレスとが所定の関
係（本実施形態では、単調増加又は減少）を満たすようにアドレスが設定されるため、各
照明器具６のアドレスに基づいて、トンネルコントローラ１２から何番目に接続されてい
る器具かを特定できる。さらに、アドレスは取付位置とも対応することから、アドレスに
基づいて照明器具６の取付位置を特定することも可能となり、保守点検作業が非常に容易
となる。
　さらに、照明器具６の間の通信方式に１対１送り方式を用いれば、各照明器具６の配置
間隔を通信可能距離一杯に延ばすことも可能であり、また、接続台数制限を緩和できる。
【００７３】
　また本実施形態によれば、直接に接続された最後尾の照明器具６は、自身に設定したア
ドレスをトンネルコントローラ１２に通知し、またトンネルコントローラ１２は、通知さ
れたアドレスと照明器具６の台数とに基づいて、全ての照明器具６にアドレスが正常に設
定されたか否かを検出する構成としたため、この検出結果に基づいて、照明器具６の故障
や異常、施工不良を発見することができる。また、通知してきた照明器具６のアドレスに
基づいて、先頭から何番目の照明器具６が最後尾として動作したかが分かるため、故障や
異常、施工不良箇所の照明器具６を容易に特定することができる。
【００７４】
　また本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２は、所定期間ごとに、照明器具６
のそれぞれと通信し、該通信結果の履歴をアドレスと対応付けて通信履歴データ４５に蓄
積する構成とした。この通信履歴データ４５に基づいて、各照明器具６の故障や異常を検
知することができる。特に、トンネルコントローラ１２がイントラネット７等の電気通信
回線を通じて遠隔地にある管理端末１４に双方向に通信可能に接続され、該管理端末１４
で通信履歴データ４５を取得できる構成としたため、遠隔地からトンネル２の各照明器具
６の異常は故障を検知することができる。
【００７５】
　また本実施形態によれば、照明器具６のそれぞれは、上流側との間で伝送信号線２０を
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介して通信データを送受する上流側送受信部６２と、下流側との間で他の伝送信号線２０
を介して通信データを送受する下流側送受信部６４と、下流側との伝送信号線２０を、下
流側送受信部６４と、上流側との伝送信号線２０との間で接続先を切り替える通信切替器
７２とを備え、自身にアドレスが設定された後、通信切替器７２によって下流側との伝送
信号線２０を上流側との伝送信号線２０に接続し、トンネルコントローラ１２に対して自
身を他の照明器具６と並列に接続する構成とした。
　この構成により、アドレス設定後は、トンネルコントローラ１２と各照明器具６が１対
１送り方式よりも高速に通信データを送受可能なマルチドロップ方式により通信を行うこ
ととなり、野外輝度変化に対する追従性の高い調光制御が可能になる。
【００７６】
　また本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２からの信号線路長が該トンネルコ
ントローラ１２の通信可能距離を超えない位置に配置されたいずれか（本実施形態では最
遠方）の照明器具６が、下流側との伝送信号線２０を下流側送受信部６４に接続し、トン
ネルコントローラ１２と下流側の各照明器具６との間の通信を中継する中継器６Ａとして
動作する構成とした。これにより、トンネルコントローラ１２の通信可能距離を超える長
いトンネル２であっても、トンネルコントローラ１２と各照明器具６の間での通信を可能
にし、また、中継器６Ａの照明器具６と下流側の照明器具６がマルチドロップ方式で通信
することととなり高速な通信が維持できる。
【００７７】
　また本実施形態によれば、中継器６Ａとして動作する照明器具６に、トンネルコントロ
ーラ１２との通信不良などの異常や故障が発生した場合に、該照明器具６が下流側及び上
流側の伝送信号線２０を通信切替器７２により接続するとともに、該照明器具６よりもト
ンネルコントローラ１２に近い側の照明器具６が中継器６Ａとして動作する構成とした。
　この構成により、異常等が発生した中継器６Ａがマルチドロップ方式に切り替わって通
信データを下流側にバイパスするため、新しい中継器６Ａが、異常等が発生した前の中継
器６Ａよりも下流側の照明器具６と通信可能になる。これにより、トンネルコントローラ
１２が制御不能な照明器具６を、異常等が発生した前の中継器６Ａに制限できる。
【００７８】
　また本実施形態によれば、照明器具６のそれぞれは、トンネルコントローラ１２との通
信が不能になった場合に、１００％の明るさで点灯する構成とした。これにより、トンネ
ル照明システム１に異常や故障が発生したときに、トンネル２内が暗くなるという事態を
回避できる。
【００７９】
　また本実施形態によれば、入口照明のグループＧ内の照明器具６のそれぞれが、最大調
光から最小調光の間で調光可能に構成した。
　この構成により、入口照明として、野外輝度に応じたリニアな調光が可能となる。これ
により、従来の間引き点灯では、調光の段階数を増やすために、ワット数の異なる複数台
の照明器具を組み合わせて使用する必要があったものの、本実施形態によれば、同一のワ
ット数の照明器具６だけで無段階の調光が可能になる。これにより、入口照明に要する器
具台数が削減可能になるためコストが抑えられる。また、従来の間引き点灯では、調光の
段階ごとに照明器具をグループ化してＯＮ／ＯＦＦするために、それぞれのグループごと
にケーブルで配線する必要があった。これに対して、本実施形態では、照明器具６のそれ
ぞれを個別に調光してリニアな調光を実現するため、ケーブルの数を少なくできる。
【００８０】
　さらに本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２は、同一グループＧにおいて点
灯中の照明器具６の全てが最小調光されているときに野外輝度が低下し、点灯中の照明器
具６を消灯する必要が生じた場合、記点灯中の各照明器具６による明るさを維持するよう
に、点灯中の１又は複数台の照明器具６を消灯しつつ点灯中の残りの照明器具６の調光を
最大調光及び最小調光のいずれかに、少なくとも各々が１台以上存在するように振り分け
、野外輝度の低下に応じて最大調光で調光された照明器具６の調光率を下げる構成とした
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。
　この構成により、野外輝度が直ぐに上昇した場合には、消灯中の照明器具を新たに点灯
せずとも最小調光の照明器具６の調光率を高めることで対応することができる。一方、野
外輝度が低下した場合には、最大調光の照明器具６の調光率を低めることで対応すること
もできる。
【００８１】
　また本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２は、グループＧ内の点灯中の照明
器具６の全てが最大調光されているときに野外輝度が上昇し、消灯中の照明器具６を点灯
する必要が生じた場合、点灯中の各照明器具６によるグループＧ内のトータルの明るさを
維持するように、消灯中の１又は複数台の照明器具６を１００％の明るさで点灯しつつ点
灯中の１又は複数台の照明器具６の調光を最小調光にし、野外輝度の上昇に応じて最小調
光で調光された照明器具６の調光率を上げる構成とした。
　これにより、点灯直後から調光可能な程度に安定動作するまでに一定時間を要する照明
器具６を新たに点灯させる場合に、常に１００％の明るさで点灯させつつ、該点灯によっ
てグループＧ内の明るさが急激に変化することなく連続的に変化させることができる。
【００８２】
　また本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２は、野外輝度が低下したときに、
大幅低下時遅延処理及び消灯遅延処理を行うことで、点灯中の照明器具６を消灯する必要
が生じたとき、野外輝度が一定期間の間に回復しなかった場合、又は／及び、野外輝度の
時間あたりの低下量が所定量以下の場合に、点灯中の照明器具６を消灯する構成とした。
　この構成により、例えば一時的に太陽が雲に隠れた場合など、直ぐに野外輝度が復帰す
る場合、又は／及び、野外輝度センサ１０が何かに遮蔽されることで野外輝度が変動した
場合に、照明器具６が消灯してしまうことを防止できる。
【００８３】
　また本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２、消灯中の照明器具６を点灯させ
る場合、点灯器具選択処理を行うことで、消灯時から一定時間以上経過している照明器具
６を点灯する構成とした。
　この構成により、照明器具６が十分に安定した状態で確実に点灯させることができ、入
口照明が不安定になることがない。
【００８４】
　また本実施形態によれば、トンネルコントローラ１２は、照明器具６のそれぞれの累積
点灯時間を検出し、該累積点灯時間に応じて各照明器具６の初期照度補正を行い調光率を
決定する構成とした。この構成により、過剰な明るさで入口照明されることがなく、その
明るさが必要十分な範囲に抑えられるため、省エネルギー化が図られる。
【００８５】
　なお、上述した実施形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の趣
旨の範囲内で任意に変形及び応用が可能である。
【００８６】
　例えば、トンネルコントローラ１２が照明器具６に対して通信方式切替指示を送信して
、各照明器具６の通信方式を１対１送り方式からマルチドロップ方式へ切り替えさせる構
成としたが、これに限らず、各照明器具６の基板上で手動で通信方式を切り替える構成と
しても良い。
【００８７】
　また例えば、各照明器具６の照度補正として初期照度補正を説明したが、これに加えて
、各照明器具６の設置時間に基づいてグローブの汚れを推定し、該汚れによる照度低下を
補正して調光率を算出してもよい。さらに、ランプ交換時にはランプ５０の累積点灯時間
を自動的にリセットし、また、グローブ清掃時には設置時間を自動的にリセットする機能
を各照明器具６、或いは、トンネルコントローラ１２に設けてもよい。
【００８８】
　ここで、上述した実施形態では、トンネルコントローラ１２が各照明器具６の個々の初
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期照度を加味して、それぞれの調光率を算出する構成を例示した。このとき、照明器具６
の調光率と初期照度補正率との組み合わせによっては、初期照度補正後の調光率が照明器
具６の最小調光を下回ってしまうことがある。この場合には、例えば図２０に示すように
、初期照度補正後の調光率が最小調光で制限されてしまい、初期照度補正が機能しなくな
る。したがって、例えば２台の照明器具６を、それぞれ個別に初期照度補正した場合、例
えば図２１に示すように、初期照度補正前の調光率が高い照明器具６（図中、器具１）に
おいては、初期照度補正が加味された調光率となるものの、調光率が低い照明器具６（図
中、器具２）においては、初期照度補正後の調光率が最小調光に制限されてしまう領域Ｗ
が生じる。このため、この２台の全体調光率においても、図２２に示すように、領域Ｗで
の調光率が６０％に固定され野外輝度の変化に対して追従しなくなる。
【００８９】
　そこで、図２３に示すように、器具２の初期照度補正後の調光率が最小調光に制限され
てしまう領域Ｗにおいて、器具２が最小調光に制限された分だけ器具１の調光率を、図２
１に示した初期照度補正後の調光率から更に下げる構成とすることで、図２４に示すよう
に、上記領域Ｗにおいても、野外輝度の低下に合せて全体調光率も低下させることができ
る。
　なお、図２３に示した例では、器具２の調光率を最小調光（本実施形態では５０％）に
固定しているが、路面の均斉度をよくするために、器具１と器具２の調光率が同様な値と
なるように、これら器具１及び器具２の調光率を下降もしくは上昇させてもよい。
【００９０】
　同一グループＧに属する照明器具６の間で、初期照度補正を加味した調光率の不足を補
い合う場合、該グループＧでの全体の初期照度補正率を算出するために、トンネルコント
ローラ１２は、次のグループ内初期照度補正処理を行う。
　図２５は、グループ内初期照度補正処理のフローチャートである。
　トンネルコントローラ１２は、入口照明の各照明器具６が消灯している時間帯（図示例
では夜中の零時）になった場合（ステップＳｊ１）、前日迄の個々の照明器具６の累積点
灯時間に基づいて、図２６に示すように、照明器具６ごとに初期照度補正率を算出する（
ステップＳｊ２）。次いで、トンネルコントローラ１２は、これら初期照度補正率の平均
を平均補正係数として算出する（ステップＳｊ３）。そして、トンネルコントローラ１２
が、この平均補正係数を、グループＧ内の各照明器具６の調光率に乗じることで、照明器
具６ごとに初期照度補正を加味した調光率が算出される。そのとき、平均補正係数を乗じ
た後の調光率が最小調光を下回る場合は、この下回る分だけ、同一グループＧ内の他の照
明器具６の調光率が下げられることとなる。
【００９１】
　また上述した実施形態では、照明器具６のそれぞれのランプ５０を同一のワット数とし
たが、これに限らず、異なるワット数を混在して使用してもよい。この場合には、各照明
器具６の１００％点灯時の明るさを光束で換算し、該光束と、野外輝度に応じた設計輝度
とに基づいて各照明器具６の調光率を簡単に算出することができる。また初期照度補正率
の違いはランプ出力の違いと見なせるから、初期照度補正率が異なる照明器具６の調光率
も光束に換算すれば簡単に算出することができる。
　例えば、図２７（Ａ）に示すように、例えば工場出荷時（初期照度補正率が７０％のと
き）の光束が４１４００ｌｍであり累積点灯時間の増加に伴い初期照度補正率が１００％
に達したときの光束が２９８００ｌｍである３６０Ｗのセラルクスランプをランプ５０に
備える２つの照明器具６を用いた場合を説明する。
　２つの照明器具６の累積点灯時間がそれぞれ異なり、一方の器具Ａは累積点灯時間が長
く初期照度補正率が１００％に達した状態であり、他方の器具Ｂは累積点灯時間が短く初
期照度補正率が７０％の状態のときには、１００％点灯時の光束は、それぞれ２９８００
ｌｍ、４１４００（ｌｍ）となる。
　一方、入口照明に必要な明るさ（設計輝度）を光束に換算することで、入口照明に必要
な光束を算出することができる。したがって、この光束を満足するように器具Ａ、Ｂのそ



(22) JP 5493521 B2 2014.5.14

10

20

30

40

れぞれの調光率を最大調光から最小調光の間で決定すれば、入口照明に適切な調光率が算
出される。例えば、図２７（Ｂ）のように、必要な光束が５４３００（ｌｍ）の場合には
、（器具Ａの調光率、器具Ｂの調光率）＝（１００％、５０％）、（５０％、１００％）
、（７５％、７５％）、（約９０％、約６５％）といったように算出できる。
【００９２】
　このとき、（器具Ａの調光率、器具Ｂの調光率）＝（約９０％、約６５％）とすること
で、器具Ａ及び器具Ｂの光束が共に同じ２６７００（ｌｍ）となり、このように、器具Ａ
及び器具Ｂの光束が共に同じになるように調光率を算出することで均斉度を高めることが
できる。
　なお、ランプ５０の出力が異なる照明器具６が混在する場合にも、同様に、各照明器具
６の光束と、必要な光束に基づいて調光率を算出可能であることは勿論である。
【００９３】
　また上述した実施形態では、トンネルコントローラ１２が照明器具６を点灯／消灯する
ときには、トンネル２を走行する運転者の目の順応に合せた配光を維持しつつ、グループ
Ｇ内の各照明器具６の累積点灯時間が平準化するように、点灯／消灯する照明器具６を選
択してもよい。
【００９４】
　また上述した実施形態では、照明器具６のランプ５０として、高圧金属蒸気放電ランプ
を例示したが、これに限らず、１００％～０％まで調光可能な蛍光灯ランプやＬＥＤ、白
熱ランプを光源とした照明器具６を混在して用いてもよい。
【００９５】
　また例えば、各照明器具６に対してトンネルコントローラ１２が自動でアドレスを設定
したが、例えば工場出荷時に予めアドレスを設定しておく構成としても良い。
【００９６】
　また例えば、トンネル２の入口照明を例示したが、出口照明についても同様に本発明を
適用可能である。
【符号の説明】
【００９７】
　１　トンネル照明システム
　２　トンネル
　６　照明器具
　６Ａ　中継器
　１０　野外輝度センサ
　１２　トンネルコントローラ
　１６、２０　伝送信号線
　３０　制御部
　４０　調光制御部
　４２　アドレス設定部
　４４　状態検知部
　４５　通信履歴データ
　５０　ランプ
　５２　電子安定器
　６２　上流側送受信部
　６４　下流側送受信部
　７２　　通信切替器
　８０　調光テーブル
　８２　中継役ポイントアドレス
　Ｇ　グループ
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